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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号

生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
、
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
四
条
の
二
第

一
項
第
一
号
イ
、
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
五
条
第
一
項
第
三
号
、
旅
館
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
五
十

二
号
）
第
五
条
第
二
号
並
び
に
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
第
十
三
条
第
六
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
旅
館
業
法
施
行
規
則
及
び
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

旅
館
業
法
施
行
規
則
及
び
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
旅
館
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

旅
館
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
五
条
の
二

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

医
師
の
診
断
の
結
果

二

特
定
感
染
症
の
症
状
を
呈
し
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
症
状
が
特

定
感
染
症
以
外
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
な
る
事
項

２

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
の
報
告
は
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な

い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
口
頭
で
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
五
条
の
三

令
第
五
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

当
該
特
定
感
染
症
が
現
に
発
生
し
て
い
る
外
国
の
地
域
に
お
け
る
滞
在

の
有
無

二

当
該
特
定
感
染
症
の
う
ち
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
第
五

条
各
号
に
掲
げ
る
感
染
症
に
あ
つ
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
動
物
と
の

接
触
の
有
無

三

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
感
染
症
の
患
者
等
と

の
接
触
の
有
無

四

特
定
感
染
症
の
症
状
を
呈
し
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
者
が
特
定

感
染
症
に
か
か
つ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
に
該

当
す
る
か
ど
う
か

第
五
条
の
四

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

（
新
設
）

は
、
同
号
に
規
定
す
る
特
定
感
染
症
を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
が
ほ
と
ん

ど
な
い
と
医
師
が
診
断
し
た
者
と
す
る
。
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第
五
条
の
五

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
当
該
者
が
令
第
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
と

す
る
。

第
五
条
の
六

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は

（
新
設
）

、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
他
の
宿
泊
者
に
対

す
る
宿
泊
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
著
し
く
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

も
の
と
す
る
。

一

宿
泊
料
の
減
額
そ
の
他
の
そ
の
内
容
の
実
現
が
容
易
で
な
い
事
項
の
要

求
（
宿
泊
に
関
し
て
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
社

会
的
障
壁
の
除
去
を
求
め
る
場
合
を
除
く
。
）

二

粗
野
又
は
乱
暴
な
言
動
そ
の
他
の
従
業
者
の
心
身
に
負
担
を
与
え
る
言

動
（
営
業
者
が
宿
泊
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
障
害
を
理
由
と
す
る
差

別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
不
当
な
差
別
的
取
扱

い
を
行
つ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
合
理
的
な
理

由
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
交
え
た
要
求
で
あ
つ
て
、
当
該
要
求
を
し

た
者
の
接
遇
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
以
上
の
労
力
を
要
す
る
こ
と
と
な
る

も
の
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（
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
令
第
十
三
条
第
六
号
の
滞
在
者
名
簿
）

（
令
第
十
三
条
第
六
号
の
滞
在
者
名
簿
）

第
十
条
の
二

（
略
）

第
十
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

令
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
滞
在
者
の
氏
名
、
住

３

令
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
滞
在
者
の
氏
名
、
住

所
及
び
連
絡
先
の
ほ
か
、
滞
在
者
が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
外
国
人

所
及
び
職
業
の
ほ
か
、
滞
在
者
が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
国
籍
及
び
旅
券
番
号
と
す
る
。

あ
る
と
き
は
、
そ
の
国
籍
及
び
旅
券
番
号
と
す
る
。
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第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第六号様式(第十条の二第一項関係) 

滞 在 者 名 簿 

   滞在期間 

年  月  日 ～  年  月  日  日間 

  

 氏 名 

 住 所 

連絡先 

 国 籍 

 旅券番号 

  備考 国籍及び旅券番号については、日本国内に住所を有しない外国人である場合に限る。 
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
宿
泊
を
拒
ん
だ
と
き
の
理
由
等
の
記
録
及
び
保
存
の
方
法
）

２

改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
方
法
は
、
旅
館
業
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
ご
と
に
、
宿
泊

を
拒
ん
だ
理
由
等
に
関
す
る
記
録
を
書
面
、
当
該
営
業
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁

的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る

記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製
す

る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。


